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１ 令和3年度食品ロス削減月間について 

9月28日、消費者庁は標記について公表した。その主な内容は次のとおり。 

10月は「食品ロス削減月間」、10 月30 日は「食品ロス削減の日」です。 

令和３年度の食品ロス削減月間に、消費者庁は、農林水産省、環境省と連携して、

食品ロスの削減に向けた取組についての集中的な普及・啓発に取り組みます。 

また、消費者庁・農林水産省・環境省共同で「食品ロス削減月間」及び「食品ロス

削減の日」の普及・啓発のため、食品ロス削減国民運動のロゴマークである「ろすの

ん」を用いた啓発ポスターを作成し、地方公共団体等に配布します。 

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/information/food_lo

ss/(該当するHPのリンク先です。ポスターのダウンロードは可能です。) 

 

同日、農林水産省は次の事業を公表している。 

「食品ロス削減の日」に合わせ、令和3年10月30日（土曜日）を「全国一斉商慣習見

直しの日」として、食品ロス削減に向けた納品期限の緩和に取り組む食品小売事業者、

賞味期限表示の大括り化に取り組む食品製造事業者を募集しており、事業者名等を農

林水産省HPにて10月29日（金曜日）に公表します。 

また、本年は、上記の取組以外にも、各事業者の商慣習の見直しを含めた食品ロス

削減や食品リサイクルの取組について、事業者名の公表とともに掲載し、PRすること

が可能です。 

https://www.maff.go.jp/j/press/shokuhin/recycle/210928.html 
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